
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する

指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

平成２８年 ４ 月 ４ 日

旭川市福祉保険部指導監査課

１ 趣旨

指定障害福祉サービス事業者である株式会社ホットスタッフに対し，障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）

第５０条第１項の規定に基づく行政処分を平成２８年４月４日に行いました。

２ 対象事業者等

(１) 事業者

法 人 名： 株式会社ホットスタッフ

代 表 者 名： 代表取締役 佐藤 裕

所 在 地： 旭川市豊岡４条２丁目３番１２号 ユーハイムＤ号

(２) 事業所

事 業 所 名： 就労継続支援Ａ型事業所 グッドワーク

所 在 地： 旭川市豊岡４条２丁目３番１２号 ユーハイムＤ号

サービス種類： 就労継続支援Ａ型

指定年月日： 平成２７年９月１日

３ 処分内容

・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。

サービス種類： 就労継続支援Ａ型

根 拠 法 令： 障害者総合支援法第５０条第１項第６号及び第８号

指定取消年月日： 平成２８年４月４日

４ 処分の原因となる事実

（１）不正の手段による指定

平成２７年７月１３日付けで提出された指定申請書において，管理者兼サービス管理責任者として

勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し，基準を満たすかのような虚偽の

申請を行い，不正の手段により指定を受けた。

（２）虚偽の報告

監査時において，平成２７年９月１日から９月１８日までの間，実際には管理者兼サービス管理責

任者が勤務していなかったのにもかかわらず，勤務していたとする出勤簿を提出し，虚偽の報告をし

た。

また，監査時において，平成２７年９月１５日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ

たのにもかかわらず，サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し，虚偽の報告をした。


